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標記に関しまして、国土交通省自動車局長より別添のとおり「国際海上コンテナの陸上

における安全輸送マニュアルの一部改訂」について、周知依頼がありました。

これまでも、安全輸送ガイドライン及び同マニュアルについては、必要に応じ改訂され

ており、その都度周知を行ってきたところです。

今般、国際海上コンテナの安全輸送を適切に行うことが必要であることから、主な品目

に係る適切な積付の例示、運転時の配慮事項等を一覧(参考資料13)にまとめマニュア

ルに追記しました。

国際海上コンテナの安全確保については、関係者が一体となって取り組む課題ですので、

ご理解,ご協力をお願い申し上げます。

つきましては、お手数をおかけ致しますが、貴会傘下の関係事業者(ターミナルオペレ

ーター、海貨事業者等)にこの旨ご周知いただくようお願い申し上げます。

国際海上コンテナの陸上における安全輸送マニュアルの一部改訂について
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